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後
白
河
法
皇
の
側
近
に
よ
る
平
氏
打
倒
の
陰
謀
が
発
覚
し
た
の
は
、
平
安
時
代
末
期
の
治
承
元
年
（
＝
七
七
）
五
月
二
十
九
日
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
時
源
 
義
経
は
未
だ
十
九
歳
、
奥
州
平
泉
の
藤
原
氏
を
頼
っ
て
都
を
離
れ
て
か
ら
三
年
目
で
、
諸
国
の
源
氏
が
平
氏
打
倒
を

掲
げ
て
蜂
起
す
る
丁
度
二
・
三
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

 
一
方
、
平
氏
は
清
盛
を
中
心
に
ま
さ
に
全
盛
期
を
迎
え
て
い
た
。
清
盛
は
こ
の
九
年
前
に
す
で
に
太
政
大
臣
を
退
き
そ
の
後
出
家
は
し
た

も
の
の
、
平
氏
一
族
の
頭
領
と
し
て
政
局
全
体
に
睨
み
を
利
か
せ
て
い
た
。
ま
た
、
皇
室
や
有
力
公
家
と
の
婚
姻
政
策
を
進
め
、
と
く
に
娘

徳
子
を
高
倉
天
皇
の
許
に
入
内
さ
せ
る
な
ど
、
か
つ
て
の
藤
原
氏
と
同
様
平
氏
独
裁
政
権
を
目
指
し
て
い
た
。

 
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
時
期
に
発
生
し
た
平
氏
打
倒
の
陰
謀
は
強
力
な
平
氏
の
武
力
の
前
に
不
発
の
ま
ま
で
終
了
し
、
謀
議
に
加
わ
っ

た
関
係
者
は
全
員
逮
捕
さ
れ
、
各
々
死
刑
・
流
刑
な
ど
の
厳
し
い
処
罰
が
行
使
さ
れ
た
。
中
で
も
僧
俊
寛
・
平
 
無
頼
・
藤
原
成
経
の
三
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
『
平
家
物
語
』
 
に
よ
る
と
「
薩
摩
潟
官
界
が
嶋
」
に
配
流
さ
れ
た
が
、
こ
の
二
階
島
は
日
本
地
図
上
に
は
存
し
な
い
地
名
で
あ
り
、
こ

れ
の
地
理
上
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
説
が
存
す
る
。

 
薩
摩
半
島
の
南
方
約
五
〇
㎞
の
西
海
上
に
浮
か
ぶ
硫
黄
島
が
古
く
か
ら
鬼
界
島
に
比
定
さ
れ
、
平
成
八
年
に
は
流
人
俊
寛
の
悲
劇
を
描
い
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二

た
歌
舞
伎
も
現
地
で
上
演
さ
れ
た
。
し
か
し
、
硫
黄
島
よ
り
遥
か
南
方
の
奄
美
大
島
東
側
に
は
現
に
「
喜
界
島
」
が
実
在
し
、
島
内
に
は
「
僧

俊
寛
の
墓
」
と
称
す
る
遺
跡
も
残
っ
て
い
る
。

 
詳
し
い
こ
と
は
後
述
す
る
が
、
実
は
右
の
硫
黄
島
は
わ
が
国
の
石
造
塔
婆
史
の
中
で
、
そ
の
地
理
的
分
布
上
の
南
限
に
相
当
す
る
地
域
な

の
で
あ
る
（
、
）
。
周
知
の
よ
う
に
硫
黄
島
の
周
辺
に
は
屋
久
島
や
種
子
島
な
ど
硫
黄
島
よ
り
も
遙
か
に
面
積
の
広
い
島
々
が
存
し
、
そ
の
南
方

に
は
奄
美
大
島
を
中
心
と
し
た
奄
美
群
島
も
控
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
島
々
で
は
現
在
の
と
こ
ろ
わ
が
国
中
世
史
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
よ
う
な
石
造
塔
婆
の
発
見
は
報
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
、
）
。

 
こ
の
こ
と
は
薩
南
諸
島
の
中
で
も
硫
黄
島
が
他
の
島
々
と
は
異
な
っ
た
歴
史
を
有
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
島
の
特
殊
性
を
物
語
っ
て
い

る
。
平
氏
打
倒
の
陰
謀
に
関
わ
っ
た
俊
寛
・
康
頼
・
成
経
の
三
人
が
遠
流
と
な
っ
た
「
鬼
崖
下
」
と
は
果
た
し
て
ど
こ
か
。
『
平
家
物
語
』
な

ど
の
文
献
史
料
に
加
え
て
、
石
造
塔
婆
の
調
査
結
果
か
ら
も
こ
の
課
題
に
言
及
し
て
み
た
い
と
思
い
、
こ
の
拙
稿
を
草
す
る
こ
と
に
し
た
。

大
方
の
御
批
正
を
蒙
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

（
一
）
鹿
ヶ
谷
の
謀
議

 
平
氏
打
倒
の
謀
議
が
は
か
ら
れ
た
の
は
京
都
東
山
鹿
ヶ
谷
の
僧
俊
寛
の
山
荘
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
（
4
）
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
一
般
に

「
鹿
ヶ
谷
事
件
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
山
荘
に
集
う
人
々
は
法
勝
寺
執
行
の
僧
俊
寛
を
は
じ
め
後
白
河
法
皇
の
側
近
第
一
と
い
わ
れ
た

西
光
（
藤
原
師
光
）
、
正
二
位
権
大
納
言
の
藤
原
成
親
と
そ
の
子
成
経
（
丹
波
少
将
）
、
検
非
違
使
・
左
衛
門
尉
の
平
 
康
頼
、
源
氏
の
出
身

で
蔵
人
・
伯
書
守
の
多
田
行
綱
な
ど
で
あ
っ
た
。

 
顔
触
れ
の
特
色
は
い
ず
れ
も
後
白
河
法
皇
の
近
臣
た
ち
で
、
新
興
平
氏
の
台
頭
に
よ
り
不
平
不
満
を
募
ら
せ
て
い
た
人
々
で
あ
る
。
彼
等
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は
時
々
鹿
ヶ
谷
の
山
荘
で
酒
宴
を
催
し
、
平
氏
の
悪
口
を
言
い
放
っ
て
は
日
頃
の
轡
悪
し
た
感
情
を
慰
め
て
い
た
が
、
時
に
は
後
白
河
法
皇

自
ら
も
同
席
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
宴
席
は
さ
ぞ
か
し
賑
や
か
で
あ
っ
た
ろ
う
。

 
メ
ン
バ
ー
の
中
で
異
色
の
人
物
は
平
 
康
頼
と
多
田
行
綱
で
あ
る
。
康
頼
は
生
国
阿
波
か
ら
上
洛
し
尾
張
国
守
平
 
保
盛
に
仕
え
た
こ
と

か
ら
旧
姓
の
中
原
氏
を
平
氏
に
改
め
た
。
検
非
違
使
に
在
任
し
て
後
白
河
法
皇
に
近
づ
い
た
が
、
彼
は
今
様
の
名
手
で
、
こ
の
こ
と
が
法
皇

に
認
め
ら
れ
る
切
っ
掛
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
方
の
行
綱
は
摂
津
国
多
田
庄
（
兵
庫
県
川
西
市
）
を
本
拠
と
す
る
清
和
源
氏
の
流
れ
で
、

経
緯
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
源
氏
の
武
力
を
期
待
さ
れ
て
誘
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

 
『
平
家
物
語
』
に
よ
る
と
、
事
件
発
生
の
発
端
は
「
右
近
衛
大
将
」
の
地
位
を
め
ぐ
る
争
い
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
安
元
元
年
（
二

七
五
）
に
内
大
臣
に
昇
進
し
た
藤
原
師
長
は
二
年
後
の
治
承
元
年
三
月
に
兼
任
の
左
近
衛
大
将
を
辞
任
し
た
。
こ
の
時
正
二
位
内
大
臣
で
右

近
衛
大
将
を
兼
任
し
て
い
た
平
 
重
盛
が
、
右
近
衛
大
将
か
ら
左
近
衛
大
将
に
回
っ
て
事
は
平
穏
に
運
ば
れ
た
が
、
問
題
は
新
た
に
空
位
と

な
っ
た
右
近
衛
大
将
の
就
任
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
生
じ
た
。
数
名
名
乗
り
を
あ
げ
た
中
に
鹿
ヶ
谷
事
件
の
主
謀
者
と
な
っ
た
藤
原
成
親
が
い

た
の
で
あ
る
。
成
親
は
後
白
河
法
皇
の
近
臣
と
い
う
立
場
に
甘
ん
ぜ
ず
、
自
ら
石
清
水
八
幡
宮
・
賀
茂
別
雷
神
社
に
参
拝
し
て
地
位
獲
得
に

執
念
を
示
し
た
。
と
こ
ろ
が
結
果
は
自
分
よ
り
下
位
の
従
三
位
中
納
言
の
平
 
宗
盛
が
就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
盛
は
重
盛

の
異
母
弟
で
あ
り
、
こ
の
人
事
に
父
清
盛
の
意
志
が
働
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
苦
杯
を
嘗
め
た
成
親
の
心
境
を
『
平
家
物
語
』

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
（
5
）
。

 
 
 
「
徳
大
寺
、
花
山
院
に
超
ら
れ
た
ら
む
は
い
か
ゴ
せ
む
。
平
家
の
次
男
に
超
ら
る
Σ
こ
そ
や
す
か
ら
ね
。
是
も
万
づ
お
も
ふ
さ
ま
な

 
 
る
が
い
た
す
所
な
り
。
い
か
に
も
し
て
平
家
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
本
望
を
と
げ
む
」
と
の
た
ま
ひ
け
る
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
。
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叙
位
除
目
の
不
満
に
端
を
発
し
た
平
氏
打
倒
の
謀
議
は
、
仲
聞
の
一
人
で
あ
っ
た
多
田
行
綱
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
脆
く
も
崩
れ
た
。
行
綱

は
治
承
元
年
五
月
二
十
九
日
の
深
夜
京
都
西
八
条
の
清
盛
邸
を
訪
ね
、
清
盛
本
人
に
直
接
会
っ
て
事
の
次
第
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
行

綱
と
い
う
人
は
複
雑
な
行
動
を
す
る
人
物
で
、
こ
の
後
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
に
は
平
氏
打
倒
の
軍
事
行
動
を
展
開
し
、
源
義
経
と
一

緒
に
一
の
谷
合
戦
で
勝
利
を
お
さ
め
た
り
し
て
い
る
が
、
二
年
後
に
は
頼
朝
と
対
立
し
て
西
国
に
向
か
う
義
経
一
行
を
摂
津
国
河
尻
で
襲
撃

し
た
り
し
て
い
る
。
行
綱
は
一
旦
は
平
氏
打
倒
の
陰
謀
に
加
わ
っ
た
も
の
の
、
平
氏
の
天
下
は
容
易
に
覆
え
な
い
と
判
断
し
、
密
告
に
転
じ

た
の
で
あ
る
。

 
陰
謀
の
事
実
を
知
っ
た
清
盛
は
早
速
一
族
郎
党
に
号
令
を
発
し
た
結
果
、
西
八
条
邸
に
は
そ
の
夜
の
う
ち
に
兵
共
六
、
七
千
騎
が
駆
け
つ

け
た
と
い
う
。
翌
六
月
一
日
早
朝
西
光
が
逮
捕
さ
れ
た
の
に
続
け
て
藤
原
成
親
が
誘
き
出
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
。
西
光
の

自
白
に
よ
り
俊
寛
、
平
 
康
頼
な
ど
関
係
者
は
忽
ち
捕
縛
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
西
光
は
清
盛
を
口
汚
く
罵
っ
た
た
め
に
そ
の
場
で
斬
ら
れ
、

子
二
人
も
配
流
先
で
殺
害
さ
れ
た
。
ま
た
、
成
親
は
備
前
国
に
配
流
、
成
親
の
翼
成
経
、
俊
寛
、
康
頼
の
三
人
は
西
海
の
離
島
鬼
界
島
へ
遠

流
、
そ
の
他
の
逮
捕
者
は
各
々
配
所
に
遷
さ
れ
た
。

 
事
件
発
端
の
当
事
者
で
あ
る
成
親
の
処
罰
が
他
よ
り
軽
い
の
は
彼
の
妹
が
平
 
重
盛
の
妻
で
あ
り
、
娘
が
ま
た
同
輩
盛
（
重
盛
長
男
）
に

嫁
し
て
い
た
た
め
に
罪
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
て
流
罪
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
写
経
・
俊
寛
・
康
頼
に
対
す
る
処
分
は
重
罰
で
あ
る
。

わ
が
国
の
刑
罰
を
規
定
し
た
日
本
律
に
よ
る
と
、
流
刑
中
の
遠
流
に
定
め
ら
れ
た
配
流
先
は
伊
豆
・
安
房
・
常
陸
・
佐
渡
・
隠
岐
・
土
佐
の

六
国
で
あ
る
＾
6
）
。
各
国
司
に
監
視
さ
せ
、
期
間
は
赦
の
あ
る
ま
で
無
期
と
い
う
の
が
一
般
的
で
、
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
成
心
以
下
の
処
分
は
厳

罰
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
生
き
て
死
を
味
わ
せ
よ
う
と
す
る
憎
し
み
に
満
ち
た
処
分
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
一
連
の
出
来
事
は
一
般
に
「
鹿
ヶ
谷
事
件
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
日
本
史
上
に
生
起
し
た
何
々
事
件
と

い
わ
れ
る
も
の
と
比
較
し
て
、
果
た
し
て
異
質
性
が
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
（
，
）
。
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
後
白
河
法
皇
の
側
近
グ
ル
ー
プ
に

よ
っ
て
平
氏
打
倒
の
謀
議
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
の
陰
謀
は
実
行
さ
れ
ず
に
不
発
に
終
わ
っ
た
。
主
謀
者
側
に
相

手
を
打
倒
す
る
た
め
の
策
略
や
計
画
、
何
よ
り
も
軍
事
的
な
備
え
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
疑
問
で
あ
り
、
事
件
と
称
す
る
に
は
全
く
お
粗

末
な
結
果
に
終
止
し
た
の
で
あ
る
。

 
『
平
家
物
語
』
を
見
る
と
、
多
田
行
綱
が
密
告
の
際
「
此
程
心
中
の
人
々
の
兵
具
を
と
と
の
へ
、
軍
兵
を
め
さ
れ
候
を
ば
何
と
か
き
こ
し

め
さ
れ
候
」
と
云
い
（
，
）
、
成
親
が
後
白
河
法
皇
の
名
を
語
っ
て
軍
兵
を
集
め
て
い
る
と
告
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
理
す
る
と
法
皇
の
身

辺
を
警
護
す
る
北
面
の
武
士
に
声
を
か
け
事
件
に
引
き
込
も
う
と
し
た
形
跡
も
窺
え
る
が
、
行
綱
の
証
言
は
密
告
と
い
う
特
殊
な
情
況
下
で

な
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
謀
議
が
発
覚
し
た
前
後
の
成
親
の
行
動
も
注
目
さ
れ
る
が
、
逮
捕
時
の
彼
は
主
謀

者
に
は
全
く
似
付
か
わ
し
く
な
い
態
度
で
あ
っ
た
。
清
盛
が
遣
わ
し
た
誘
き
出
し
の
使
者
に
会
し
て
も
、
未
だ
自
分
た
ち
の
陰
謀
が
発
覚
し

た
こ
と
に
気
付
か
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
清
盛
が
後
白
河
法
皇
に
対
し
何
か
頼
み
事
が
あ
り
、
そ
の
件
で
自
分
を
迎
え
に
よ
こ
し
た
と
勘

違
い
し
て
い
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
成
親
は
訳
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
誘
き
出
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
身
柄
を
拘
束
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 
主
謀
者
側
と
は
対
照
的
に
素
早
い
反
応
を
示
し
た
の
が
平
氏
側
で
あ
る
。
密
告
の
あ
っ
た
そ
の
夜
の
う
ち
に
軍
兵
六
、
七
千
騎
を
集
め
た

と
す
る
『
平
家
物
語
』
の
記
述
に
は
誇
張
が
あ
る
に
し
て
も
、
事
態
に
対
す
る
敏
速
な
対
応
と
統
率
力
に
は
都
人
を
驚
愕
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
即
刻
に
関
係
者
を
逮
捕
し
厳
罰
に
処
し
た
こ
と
も
武
家
政
権
と
し
て
の
面
目
を
内
外
に
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
平

氏
側
の
こ
う
し
た
強
力
な
過
剰
な
ま
で
の
対
応
が
単
な
る
謀
議
で
し
が
な
か
っ
た
も
の
を
事
件
に
ま
で
発
展
さ
せ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
換

言
す
れ
ば
、
後
白
河
法
皇
の
周
囲
に
居
た
新
興
平
氏
に
不
満
を
も
つ
人
々
を
、
ま
と
ま
っ
た
反
平
氏
勢
力
と
し
て
実
体
を
形
成
せ
し
め
た
の

で
あ
る
。

五

一136一



2005年6月 播磨定男：平氏打倒の陰謀

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六

 
『
平
家
物
語
』
を
読
む
と
、
清
盛
は
後
白
河
法
皇
が
こ
の
謀
議
に
ど
の
程
度
関
与
し
て
い
る
か
に
強
い
懸
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
知
れ

る
。
法
皇
の
動
き
如
何
で
は
騒
動
や
事
件
に
発
展
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
多
田
行
綱
の
密
告
の
際
も
清
盛
は
真
っ
先
に

「
さ
て
夫
を
ば
法
皇
も
し
ろ
し
め
さ
れ
た
る
か
」
と
問
い
質
し
た
と
記
し
て
い
る
（
、
）
。
行
綱
は
「
子
細
に
や
及
び
候
。
成
親
卿
の
軍
兵
め
さ

れ
候
も
、
院
宣
と
て
こ
そ
め
さ
れ
候
へ
」
と
答
え
、
法
皇
の
関
与
を
認
め
た
が
、
西
光
も
ま
た
取
り
調
べ
の
中
で
法
皇
が
謀
議
の
中
心
に
居

る
こ
と
を
白
状
し
た
（
-
o
）
。

 
こ
れ
を
受
け
て
清
盛
は
遂
に
法
皇
の
幽
閉
を
決
意
し
軍
勢
を
召
集
し
た
が
、
こ
の
こ
と
を
聞
き
付
け
た
嫡
子
重
盛
が
急
ぎ
清
盛
邸
に
駆
け

付
け
、
父
と
対
面
し
た
。
重
盛
は
烏
帽
子
・
直
衣
の
装
束
で
駆
け
付
け
た
の
に
清
盛
は
腹
巻
き
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
す
が
に
気
恥
か
し

い
と
思
い
慌
て
て
腹
巻
き
の
上
に
法
衣
を
つ
け
父
子
の
対
面
と
な
っ
た
が
、
こ
の
席
で
重
盛
は
父
の
行
動
が
仏
教
は
お
ろ
か
儒
教
の
教
え
に

も
背
く
こ
と
、
平
氏
の
繁
栄
は
ひ
と
え
に
朝
恩
に
よ
る
こ
と
を
説
き
、
父
の
軽
挙
を
戒
め
た
と
い
わ
れ
る
。
清
盛
が
力
の
論
理
で
物
事
を
処

理
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
重
盛
は
物
事
の
道
理
を
説
き
、
そ
の
た
め
に
後
白
河
法
皇
の
事
件
へ
の
関
与
は
不
問
に
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 
し
か
し
法
皇
は
こ
の
後
も
藤
原
氏
と
結
託
し
反
平
氏
活
動
を
展
開
し
た
た
め
に
、
二
年
後
の
治
承
三
年
（
＝
七
九
）
十
一
月
に
は
清
盛

に
よ
っ
て
鳥
羽
殿
へ
幽
閉
さ
れ
た
。
重
盛
が
四
十
二
歳
で
病
死
し
た
そ
の
三
カ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。

（
三
）
主
謀
者
の
配
流

 
藤
原
成
親
は
平
氏
と
の
姻
戚
関
係
か
ら
罪
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
て
備
前
国
へ
流
罪
と
な
っ
た
。
京
よ
り
舟
で
淀
川
を
下
り
大
物
浦
（
兵
庫
県

尼
崎
市
）
か
ら
海
路
備
前
国
児
島
に
移
さ
れ
た
。
間
も
な
く
児
島
か
ら
有
木
の
別
所
（
岡
山
市
）
に
所
替
え
と
な
り
一
ヵ
月
ば
か
り
過
ぎ
て

暗
殺
さ
れ
た
。
現
地
に
は
石
囲
い
の
中
に
石
塔
を
二
つ
重
ね
た
藤
原
成
親
の
墓
（
県
史
跡
）
が
現
存
す
る
。
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ま
た
、
僧
俊
寛
・
平
 
康
頼
・
藤
原
成
経
の
三
人
は
薩
摩
潟
鬼
界
島
へ
遠
流
と
な
り
、
配
膳
に
赴
く
途
中
康
頼
が
周
防
国
熊
毛
郡
室
積
（
山

口
県
光
市
室
積
）
に
お
い
て
出
家
し
法
名
を
性
照
と
称
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
時
作
っ
た
と
さ
れ
る
和
歌
一
首
が
『
平
家
物
語
』
に
収
録
さ

れ
て
い
る
（
1
1
）
。

 
 
 
 
つ
み
に
か
く
そ
む
き
は
て
け
る
世
間
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
く
捨
ざ
り
し
こ
と
そ
く
や
し
き

 
地
元
の
記
録
に
よ
る
と
、
康
頼
が
出
家
の
際
導
師
に
依
頼
し
た
の
は
入
道
寺
開
祖
の
活
堂
玄
機
和
尚
で
あ
る
と
云
い
（
撃
、
入
道
寺
は
そ
の

後
潮
松
庵
と
改
号
し
普
賢
寺
の
北
隣
り
に
旧
在
し
た
（
明
治
三
年
廃
寺
）
。
残
さ
れ
た
康
頼
の
碑
石
類
は
現
在
普
賢
寺
境
内
に
移
転
さ
れ
て
い

る
が
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
に
造
立
さ
れ
た
も
の
で
『
平
家
物
語
』
の
記
述
を
裏
付
け
る
よ
う
な
遺
品
は
存
し
な
い
。

 
右
の
『
平
家
物
語
』
に
対
し
て
『
源
平
盛
衰
記
』
に
よ
る
と
、
藤
野
の
出
家
し
た
場
所
は
摂
津
国
小
馬
林
と
い
う
所
で
、
現
地
の
僧
に
請

じ
て
出
家
し
、
法
名
を
性
照
と
云
い
、
前
出
の
和
歌
一
首
を
作
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
1
3
）
。
露
量
の
出
家
が
摂
津
国
を
離
れ
る
際
に
な

さ
れ
た
か
、
若
し
く
は
航
海
の
途
中
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
依
然
不
明
で
あ
る
が
、
長
門
本
『
平
家
物
語
』
に
は
藤
原
成
経
を
乗
せ
た
船

の
コ
ー
ス
が
記
さ
れ
て
い
る
（
4
1
）
。
成
経
は
一
旦
備
中
国
に
配
流
さ
れ
た
後
に
鬼
国
土
へ
向
け
て
船
出
し
て
お
り
、
そ
の
コ
ー
ス
は
備
中
国
瀬

尾
湊
（
西
（
岡
山
市
妹
尾
）
～
伊
予
邑
楽
地
（
1
6
）
（
愛
媛
県
三
崎
町
）
～
豊
後
国
米
水
津
浦
（
π
）
（
大
分
県
米
水
津
村
）
～
日
向
・
大
隅
国
の
東

岸
～
薩
摩
潟
鬼
築
島
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
康
頼
を
乗
せ
た
船
が
瀬
戸
内
海
か
ら
豊
後
水
道
へ
真
っ
直
ぐ
に
進
む
よ
う
だ
と
、
室
積
港
の
あ

る
山
口
県
光
市
は
コ
ー
ス
か
ら
大
分
外
れ
る
。
海
が
荒
れ
船
が
西
方
に
流
さ
れ
な
い
限
り
寄
港
の
可
能
性
は
低
い
と
言
え
よ
う
。

 
さ
て
、
俊
寛
・
康
頼
・
成
歯
の
三
人
が
配
流
さ
れ
た
鬼
界
島
と
は
ど
ん
な
所
か
。
『
平
家
物
語
』
に
は
島
の
様
子
に
つ
て
い
具
体
的
な
記
述

が
見
ら
れ
る
。
船
も
通
わ
ぬ
孤
島
で
あ
る
こ
と
、
偶
に
は
島
の
住
人
に
会
う
が
、
肌
の
色
は
黒
く
毛
が
生
え
て
ま
る
で
牛
の
如
く
で
あ
る
こ

と
、
山
や
平
地
が
あ
っ
て
も
耕
す
こ
と
を
し
な
い
か
ら
米
穀
な
ど
は
無
く
、
住
人
は
魚
貝
類
や
獣
を
捕
っ
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
な
ど
（
1
8
）
、

七
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八

余
所
者
に
と
っ
て
到
底
住
め
そ
う
に
な
い
孤
島
で
あ
る
た
め
に
、
流
刑
の
三
人
は
こ
の
世
の
地
獄
を
経
験
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
中
で
も
唯
一
の
救
い
は
成
経
の
舅
の
平
教
盛
（
清
盛
の
弟
）
が
肥
前
国
鹿
瀬
庄
（
佐
賀
市
嘉
瀬
町
）
に
所
領
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
時
々

衣
食
の
仕
送
り
を
し
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

 
康
頼
と
成
経
は
熊
野
権
現
を
勧
請
し
熱
心
に
帰
京
を
祈
念
し
た
。
ま
た
、
卒
塔
婆
を
千
本
も
作
り
海
に
流
し
た
と
こ
ろ
そ
の
う
ち
の
一
本

が
偶
然
に
も
安
芸
国
厳
島
に
漂
着
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
都
で
も
評
判
と
な
り
清
盛
の
耳
に
も
届
い
た
結
果
、
翌
治
承
二
年
（
一
一
七

八
）
暮
れ
に
は
赦
免
船
が
無
界
島
に
仕
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
流
人
の
三
人
は
狂
喜
し
て
赦
免
船
を
迎
え
る
が
、
清
盛
が
発
給
し
た

赦
免
状
に
は
康
平
と
盛
経
の
二
人
の
名
の
み
で
俊
寛
の
名
前
は
ど
こ
に
も
見
当
ら
な
か
っ
た
。
俊
寛
は
帰
還
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

半
狂
乱
に
な
っ
て
船
に
縄
り
つ
く
俊
寛
、
こ
れ
を
引
き
離
そ
う
と
す
る
船
役
人
、
劇
曲
「
俊
寛
」
で
馴
染
の
場
面
が
展
開
さ
れ
る
。
独
り
島

に
残
さ
れ
た
俊
寛
は
そ
の
後
歯
を
断
ち
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
死
去
し
た
と
い
わ
れ
る
。
 
「
か
様
に
人
の
思
歎
き
の
つ
も
り
ぬ
る
平
家
の
末
こ

そ
お
そ
ろ
し
け
れ
」
『
平
家
物
語
』
作
者
の
言
葉
で
あ
る
（
1
9
）
。

（
四
）
薩
摩
潟
鬼
界
島

 
と
こ
ろ
で
、
俊
寛
・
康
頼
・
成
経
の
三
人
が
配
流
さ
れ
た
「
鬼
界
島
」
と
は
一
体
ど
こ
の
島
だ
ろ
う
か
。
 
『
平
家
物
語
』
に
薩
摩
潟
と
あ

る
か
ら
現
在
の
薩
南
諸
島
辺
に
あ
る
特
定
の
島
を
指
す
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
鬼
島
島
と
名
の
つ
く
島
は
日
本
の
地
図
上
に
存
在
し
な
い
。
し

た
が
っ
て
実
在
す
る
島
の
別
名
か
旧
名
と
な
る
が
、
『
平
家
物
語
』
に
は
こ
の
島
の
様
子
に
つ
て
い
次
の
よ
う
な
具
体
的
記
述
が
見
ら
れ
る
（
 
o
）
。

 
 
 
嶋
の
な
か
に
は
た
か
き
山
あ
り
。
鎮
に
火
も
ゆ
。
硫
黄
と
云
物
み
ち
み
て
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
硫
黄
が
嶋
と
も
名
付
け
た
り
。

 
鬼
界
島
は
硫
黄
が
島
の
別
名
で
あ
る
と
す
る
有
力
な
証
言
で
あ
り
、
こ
れ
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
硫
黄
島
は
確
か
に
地
図
上
に
現
存
す
る
。
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硫
黄
島
は
薩
摩
半
島
の
南
方
約
五
〇
㎞
の
西
海
上
に
浮
か
ぶ
島
で
竹
島
・
硫
黄
島
・
黒
島
の
三
島
が
合
併
し
て
現
在
は
鹿
児
島
県
鹿
児
島
郡

三
島
村
と
称
し
て
い
る
。
島
の
周
囲
は
一
四
・
五
㎞
、
面
積
は
約
一
二
扁
と
狭
い
が
、
島
の
東
半
分
に
は
硫
黄
岳
（
標
高
七
〇
三
m
）
が
あ

り
噴
煙
を
た
な
び
か
せ
て
い
る
。
島
内
に
は
温
泉
が
無
数
に
噴
き
出
て
い
る
た
め
島
周
辺
の
海
の
色
は
硫
黄
分
の
濃
い
黄
緑
色
に
変
色
し
、

ま
る
で
黄
海
の
よ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
鬼
界
島
と
な
っ
た
の
で
は
と
地
元
民
は
説
明
す
る
。
ま
た
、
現
地
に
は
僧
俊
寛
堂
と
称
す
る
俊
寛

を
ま
つ
っ
た
石
祠
も
現
存
し
て
い
る
（
別
）
。

 
右
の
硫
黄
島
説
に
対
し
異
議
を
唱
え
て
い
る
の
が
喜
界
島
の
人
々
で
あ
る
。
喜
界
島
は
奄
美
大
島
の
東
二
五
㎞
に
あ
る
周
囲
四
八
㎞
、
面

積
五
六
㎞
の
島
で
、
現
在
は
鹿
児
島
県
大
島
郡
喜
界
町
と
称
し
て
い
る
。
喜
界
島
は
古
く
か
ら
文
献
に
も
見
え
「
爾
加
委
」
（
日
本
書
紀
）
「
貴

賀
島
」
（
日
本
紀
略
）
「
貴
海
島
」
（
吾
妻
鏡
）
、
「
岐
浦
島
」
（
李
朝
実
録
）
「
喜
界
島
」
（
琉
球
国
郷
帳
）
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
（
署
。
も
と
も

と
平
家
落
人
伝
説
で
有
名
な
島
で
あ
る
が
、
島
内
に
は
僧
俊
寛
の
墓
が
存
在
し
、
発
掘
調
査
し
た
際
副
葬
品
と
人
骨
が
出
土
し
た
。
こ
の
人

骨
の
鑑
定
を
専
門
家
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
「
流
罪
と
な
っ
た
貴
人
の
遺
骨
で
、
人
類
学
的
に
は
俊
寛
を
否
定
で
き
な
い
」
と
い
う
結
果
を
得

て
お
り
（
馨
、
地
元
で
は
『
平
家
物
語
』
に
出
て
く
る
鬼
界
島
は
自
分
た
ち
の
島
で
あ
る
と
い
う
本
家
意
識
が
強
い
。

 
鬼
界
島
は
硫
黄
島
か
喜
界
島
か
。
島
の
様
子
を
述
べ
た
前
出
『
平
家
物
語
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
硫
黄
島
が
優
位
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
が
、
長
門
本
『
平
家
物
語
』
に
は
「
鬼
事
島
ハ
十
二
島
ナ
レ
バ
云
々
」
と
記
し
（
肘
）
、
ま
た
『
源
平
盛
衰
記
』
で
も
（
％
）

 
 
 
薩
摩
方
ト
ハ
総
名
也
。
鬼
界
ハ
十
二
島
ナ
レ
ヤ
。
五
島
七
島
ト
名
号
タ
リ
。

と
、
鬼
界
島
は
薩
南
諸
島
に
あ
る
特
定
の
島
を
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
全
体
を
称
す
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
そ
の
全
体
と
は
大
隅
諸
島

に
属
す
る
竹
島
・
硫
黄
島
・
黒
島
・
屋
久
島
・
種
子
島
の
五
島
と
、
吐
喝
嘲
列
島
に
属
す
る
口
之
島
・
中
之
島
・
諏
訪
瀬
島
・
悪
石
島
・
小

宝
島
・
宝
島
・
百
々
島
の
七
島
の
計
十
二
島
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
（
器
）
。
口
の
五
島
、
奥
の
七
島
と
い
っ
た
表
記
も
見
ら
れ
る
。

 
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
鬼
界
島
の
位
置
は
薩
南
諸
島
全
体
に
及
ぶ
広
範
囲
の
地
域
と
な
り
、
当
然
前
記
喜
界
島
説
も
そ

九
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一
〇

の
隠
名
や
遺
跡
の
他
に
文
献
的
な
裏
付
け
を
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
 
『
平
家
物
語
』
で
有
名
な
鬼
界
島
は
果
た
し
て
ど
こ
か
。
膠
着
状
態

に
あ
る
議
論
を
打
破
す
る
に
は
こ
れ
ま
で
と
は
別
な
分
野
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
方
策
の
一
つ
が
、
大
隅
諸

島
・
吐
鳴
劇
列
島
・
奄
美
諸
島
か
ら
な
る
薩
南
諸
島
に
お
け
る
石
造
塔
婆
の
造
立
分
布
状
態
の
調
査
で
あ
る
。
五
輪
塔
や
角
塔
婆
、
板
碑
な

ど
の
遺
存
が
果
た
し
て
ど
の
地
域
辺
ま
で
確
認
さ
れ
る
か
。
ま
た
、
そ
の
造
立
年
次
は
い
つ
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
か
な
ど
の
具
体
的
な
事
実

を
把
握
し
た
上
で
、
更
に
本
題
に
迫
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
五
）
硫
黄
島
の
石
造
塔
婆
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竹
島
・
硫
黄
島
・
黒
島
の
三
島
か
ら
な
る
鹿
児
島
県
三
島
村
の
石
造
物
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
た
の
は
今
よ
り
三
十
三
年
前
、
当
時
竹

島
中
学
校
に
在
職
し
て
い
た
松
永
守
道
氏
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
氏
は
三
島
村
内
を
隈
無
く
調
査
さ
れ
、
そ
の
成
果
を
『
三
島
村
秘
史
』
と
し

て
昭
和
四
十
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
。

 
こ
れ
に
よ
る
と
三
島
村
の
中
で
も
中
心
を
な
す
の
は
硫
黄
島
で
、
島
内
に
は
十
三
基
の
石
造
塔
婆
が
遺
存
し
、
そ
の
う
ち
七
基
が
板
碑
で

あ
る
（
7
2
）
。
有
銘
最
古
は
正
安
三
年
（
＝
二
〇
一
）
銘
の
方
柱
形
を
し
た
角
塔
婆
で
、
高
さ
一
五
〇
㎝
、
幅
三
二
㎝
の
方
柱
形
厚
身
の
上
に
高

さ
四
〇
㎝
の
相
輪
を
の
せ
て
い
る
。
塔
身
上
部
の
四
方
に
ア
・
ア
ー
・
ア
ン
・
ア
ク
の
胎
蔵
界
四
仏
種
子
を
刻
み
、
正
面
下
方
に
「
正
安
三

年
六
月
十
日
／
孝
子
敬
白
」
と
記
し
て
い
る
。
地
元
で
は
安
徳
天
皇
の
皇
子
隆
盛
親
王
が
こ
の
島
で
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
に
死
去
し
、

こ
の
九
年
後
に
隆
盛
の
子
長
浜
権
太
夫
吉
寿
が
亡
父
の
供
養
の
た
め
に
造
立
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
が
、
安
徳
天
皇
の
死
没
地
を
含
め
真

偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
な
い
。

 
板
碑
の
最
古
は
天
授
二
年
（
＝
二
七
六
）
銘
の
整
形
品
で
、
全
高
＝
五
㎝
、
幅
二
五
㎝
で
将
棋
の
駒
型
を
し
て
い
る
。
頭
部
山
形
・
面
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二
条
の
彫
り
込
み
の
下
に
額
部
を
設
け
、
塔
身
正
面
に
バ
ン
（
金
剛
界
大
日
如
来
）
・
ウ
ー
ン
（
阿
閃
如
来
）
の
二
種
子
を
縦
に
彫
り
、
そ
の

下
に
「
天
授
二
年
踊
」
と
紀
年
を
刻
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
平
氏
の
供
養
塔
と
伝
え
る
が
造
立
趣
旨
・
造
立
者
な
ど
は
未
詳
で
あ
る
。
右
に

続
く
板
碑
は
応
永
十
四
年
（
一
四
〇
七
）
銘
。
同
二
十
年
（
一
四
＝
二
）
銘
が
各
一
基
、
同
三
十
三
年
（
一
四
二
六
）
銘
二
基
の
計
四
基

で
、
無
為
年
壮
の
も
の
も
二
基
存
す
る
。
ま
た
、
五
輪
塔
も
四
、
五
基
確
認
さ
れ
て
い
る
が
い
ず
れ
も
無
銘
で
あ
る
こ
と
は
誠
に
残
念
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

 
さ
て
、
右
に
紹
介
し
た
石
造
塔
婆
は
硫
黄
島
以
外
の
島
々
に
も
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
薩
南
諸
島
の
中
に
は
屋
久
島
や
種
子
島
を
は
じ
め

奄
美
大
島
・
徳
之
島
な
ど
硫
黄
島
よ
り
面
積
も
遙
に
大
き
く
、
歴
史
的
に
も
早
く
か
ら
開
け
た
島
々
が
存
す
る
。
こ
れ
ら
薩
南
諸
島
の
板
碑

文
化
に
つ
い
て
、
地
元
鹿
児
島
県
庁
に
勤
務
さ
れ
永
年
研
究
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
河
野
治
雄
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
8
2
）
。

 
 
 
今
の
と
こ
ろ
南
方
の
島
々
の
板
碑
の
存
否
に
つ
い
て
は
三
島
村
ま
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
南
の
種
子
島
・
屋
久
島
・
奄
美
の

 
 
諸
島
に
は
確
認
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
南
種
子
島
の
山
中
に
自
然
石
に
不
動
の
種
子
を
刻
し
た
自
然
石
が
あ
り
、
大
島
本
島
の
笠

 
 
利
町
に
種
子
を
彫
し
た
塔
婆
が
建
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
江
戸
前
の
も
の
で
あ
る
。

 
薩
南
諸
島
の
中
で
も
板
碑
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
は
硫
黄
島
だ
け
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
氏
は
板
碑
に
限
っ
て
発
言
し

て
お
ら
れ
る
が
、
管
見
で
は
他
の
石
造
塔
婆
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
に
発
見
の
事
例
が
報
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
付
加
す
る
と
、
硫
黄
島

は
板
碑
を
含
む
わ
が
国
の
石
造
塔
婆
の
造
立
分
布
上
、
そ
の
地
理
的
な
南
限
と
称
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。

 
硫
黄
島
で
石
造
塔
婆
が
造
立
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
地
元
で
は
安
徳
天
皇
や
平
氏
一
門
と
関
連
づ
け
て
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、

勿
論
こ
う
し
た
理
解
の
背
景
に
は
地
元
に
平
家
落
人
の
伝
承
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
真
偽
は
別
と
し
て
平
家

落
人
の
伝
承
は
こ
の
硫
黄
島
だ
け
に
存
す
る
の
で
は
な
い
。
硫
黄
島
以
外
の
竹
島
や
黒
島
に
も
存
し
、
三
島
村
よ
り
遥
か
南
の
海
上
に
浮
か

ぶ
喜
界
島
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
、
平
家
落
人
の
伝
承
以
外
の
要
因
が
硫
黄
島
に
あ
る
石
造
塔
婆
の
背
後

一
一
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二

に
働
い
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
こ
の
こ
と
は
硫
黄
島
が
日
本
本
土
の
仏
教
文
化
の
影
響
を
直
接
受
け
る
よ
う
な
、
何
か
特
別
な
状
況
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

換
言
す
れ
ば
石
造
塔
婆
を
造
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
薩
南
諸
島
に
住
む
人
々
の
一
般
的
な
習
俗
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
長
門
本
『
平

家
物
語
』
に
「
喜
界
ハ
十
号
ノ
島
ナ
レ
ハ
、
口
五
島
ハ
日
本
二
従
ヘ
リ
。
奥
七
島
ハ
我
朝
二
従
ハ
ス
ト
イ
ヘ
リ
」
と
あ
る
（
”
）
こ
と
か
ら
も
、

琉
球
文
化
が
奄
美
諸
島
か
ら
吐
鳴
劇
列
島
ま
で
及
ん
で
お
り
、
大
隅
諸
島
な
ど
も
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
う
し
た

中
で
硫
黄
島
だ
け
に
仏
教
文
化
が
波
及
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
本
土
か
ら
直
接
に
文
化
を
移
入
す
る
よ
う
な
歴
史
的
事
情
が
潜
ん
で
い
た

と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
そ
し
て
こ
の
事
情
こ
そ
が
、
本
土
か
ら
度
々
送
り
込
ま
れ
る
重
罪
者
の
流
刑
地
と
し
て
の
役
割
と
機
能
で
あ
り
、

そ
の
流
刑
者
た
ち
に
よ
っ
て
本
土
の
石
造
塔
婆
文
化
が
こ
の
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
流
人
の
福
相
と
成
経
の

二
人
が
、
帰
京
を
祈
念
し
て
千
本
塔
婆
を
作
り
こ
れ
を
海
に
流
し
た
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
も
し
史
実
で
あ
れ
ば
こ
れ
な
ど
は
右
の
説
明
に

合
致
し
た
、
そ
の
象
徴
的
出
来
事
と
言
え
よ
う
。

（
六
）
造
立
の
歴
史
的
背
景

 
た
だ
気
懸
か
り
な
こ
と
は
、
俊
寛
以
下
の
三
人
が
硫
黄
島
に
流
刑
と
な
っ
た
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
か
ら
こ
の
地
で
石
造
塔
婆
が
初
見

す
る
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
ま
で
の
問
が
＝
一
四
年
間
も
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
石
造
塔
婆
は
一
般
的
に
故
人
の
追
善
供
養
を
目
的
と
し

て
造
立
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
、
俊
寛
と
現
地
の
石
造
塔
婆
と
の
問
に
直
接
の
因
果
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

源
平
合
戦
も
終
了
し
た
鎌
倉
時
代
以
降
の
史
実
が
重
要
と
な
る
が
、
源
 
頼
朝
は
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
十
二
月
十
日
、
天
野
遠
景
を
筑

紫
奉
行
に
任
じ
て
西
国
に
遁
げ
隠
れ
た
平
氏
残
党
の
追
討
を
下
命
（
3
0
）
、
ま
た
翌
三
年
九
月
廿
二
日
に
は
宇
都
宮
信
房
を
九
州
に
遣
し
、
遠
景
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と
二
人
で
薩
南
諸
島
の
捜
索
を
始
め
さ
せ
て
い
る
（
且
3
）
。

 
こ
れ
ら
か
ら
推
察
す
る
と
、
源
平
合
戦
の
直
後
に
西
海
諸
島
へ
落
ち
延
び
た
平
氏
残
党
も
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
彼
等
を
捕
え
る
た
め

に
島
に
来
て
そ
の
ま
ま
本
土
へ
帰
ら
ず
に
島
に
土
着
し
た
者
も
い
る
（
署
。
し
た
が
っ
て
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
本
土
幕
府
政
権
と
硫

黄
島
と
は
人
的
な
交
流
が
あ
り
、
そ
の
過
程
の
中
で
新
文
化
が
流
入
し
た
と
も
言
え
る
が
、
一
方
で
は
硫
黄
島
が
以
前
と
同
様
遠
流
の
島
と

し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
も
看
過
し
得
な
い
。
因
み
に
鎌
倉
時
代
以
降
硫
黄
島
へ
配
流
さ
れ
た
人
物
を
拾
い
上
げ
る
と
、
先
ず
正

嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
八
月
に
平
内
左
衛
門
油
化
職
が
同
僚
と
の
所
領
争
い
か
ら
殺
害
に
加
わ
り
硫
黄
島
へ
流
罪
と
な
っ
て
い
る
（
認
）
。
こ
の

単
三
に
つ
い
て
『
吾
妻
鏡
』
は
「
平
判
官
康
頼
入
道
孫
」
と
割
註
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
俊
職
は
姓
を
平
内
に
変
え
て
は
い
て
も
平
 
康
頼

の
孫
な
の
で
あ
る
。
彼
は
執
権
北
条
時
圏
代
に
鎌
倉
幕
府
に
出
仕
し
て
い
た
が
、
右
の
事
件
に
関
係
し
て
祖
父
が
流
さ
れ
た
と
同
じ
地
に
配

流
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
硫
黄
島
は
文
観
僧
正
が
流
さ
れ
た
場
所
と
し
て
も
夙
に
有
名
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
の
元
徳
元
年
（
＝
二
二
九
）
、
後
醍
醐
天

皇
は
真
言
律
僧
の
文
勢
を
は
じ
め
法
勝
寺
の
重
罪
上
人
、
浄
土
寺
の
忠
円
僧
正
な
ど
に
北
条
氏
滅
亡
の
調
伏
を
さ
せ
た
。
し
か
し
同
年
五
月

に
は
調
伏
の
事
実
が
発
覚
し
て
関
係
者
が
捕
縛
さ
れ
、
禁
国
を
硫
黄
島
、
忠
円
を
越
後
国
へ
、
円
観
は
遠
流
を
弛
め
て
結
城
上
野
入
道
に
預

け
て
奥
州
へ
流
し
た
。
文
革
は
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
に
鎌
倉
幕
府
が
倒
れ
る
と
硫
黄
島
か
ら
帰
還
し
、
東
寺
大
勧
進
や
醍
醐
寺
座
主
な

ど
に
就
任
し
て
い
る
が
、
四
年
間
硫
黄
島
で
流
人
生
活
を
送
っ
て
い
る
（
4
3
）
。

 
平
内
俊
職
や
文
観
の
よ
う
に
鎌
倉
時
代
以
降
も
日
本
本
土
か
ら
硫
黄
島
へ
、
縦
え
時
々
で
あ
っ
た
に
し
て
も
流
人
が
送
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
彼
等
流
人
た
ち
は
鎌
倉
幕
府
や
こ
れ
に
続
く
建
武
新
政
の
表
舞
台
で
活
躍
す
る
と
同
時
に
そ
の
時
代
の
文
化
を
十

分
に
保
持
し
て
い
た
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
彼
等
が
罪
人
と
し
て
西
海
の
孤
島
で
の
生
活
を
強
い
ら
れ
た
時
、
何
よ
り
も
ま
ず
神
仏
に
縄
り

一
日
頃
も
早
い
帰
京
を
祈
願
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
現
地
の
様
子
は
『
平
家
物
語
』
に
描
か
れ
た
康
楽
や
成
経
の
姿
と
重
な
る
。
康
頼
・

二
二
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一
四

成
型
の
生
き
た
平
安
時
代
末
期
は
石
造
塔
婆
の
造
立
も
未
だ
初
発
期
の
段
階
で
あ
っ
た
が
、
続
く
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
入
る
と
全
国
的
な

展
開
と
同
時
に
最
盛
期
を
迎
え
る
（
3
5
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
時
期
に
彼
等
流
人
た
ち
に
よ
っ
て
硫
黄
島
へ
も
板
碑
を
は
じ
め
と
す
る
石

造
文
化
が
流
入
し
た
可
能
性
が
最
も
高
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

む
す
び
に
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世
間
で
は
石
造
塔
婆
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
故
人
を
埋
葬
し
た
古
学
と
解
す
る
人
も
結
構
い
る
。
事
実
硫
黄
島
の
石
造
塔
婆
を
最
初
に
紹

介
し
た
松
永
氏
も
島
内
に
あ
る
遺
品
を
特
定
個
人
に
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
お
ら
れ
る
が
、
石
造
塔
婆
造
立
の
第
一
義
は
仏
や
菩
薩
を
安
置

供
養
す
る
こ
と
に
あ
り
、
造
立
の
仏
縁
に
よ
っ
て
仏
の
功
徳
を
得
た
い
と
す
る
願
い
が
優
先
す
る
。
石
造
塔
婆
の
中
で
も
仏
像
や
経
典
を
安

置
す
る
仏
像
塔
・
経
塔
が
時
代
的
に
早
く
出
現
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
造
塔
の
功
徳
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
功
徳

を
故
人
に
回
向
す
る
考
え
が
広
ま
る
と
墓
塔
の
出
現
を
見
る
に
至
る
。

 
硫
黄
島
の
石
造
塔
婆
、
中
で
も
板
碑
を
概
観
す
る
と
、
応
永
年
間
に
入
っ
て
か
ら
の
数
基
は
正
に
右
の
墓
塔
と
し
て
造
立
さ
れ
た
も
の
で

．
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
最
古
の
天
授
二
年
銘
は
板
碑
本
来
の
造
立
目
的
を
具
現
し
た
本
格
的
遺
品
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
後
世
の
も

の
と
同
一
視
し
て
、
島
内
に
住
し
た
特
定
故
人
の
墓
な
ど
と
限
定
し
て
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
罪
人
と
し
て
硫
黄
島
に
流
さ
れ
、
配
流
中
に

本
土
へ
の
帰
還
を
祈
念
し
造
立
し
た
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
硫
黄
島
の
板
碑
は
、
現
在
全
国
各
地
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
る
六
万
基
も
の
同
一
遺
品
の
中
で
地
理
的
に
最
も
南
の
位
置
に
あ
り
、
し
か
も

一
方
で
は
琉
球
文
化
と
の
接
点
を
有
す
る
が
故
に
学
問
的
興
味
は
尽
き
な
い
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
平
成
十
七
年
三
月
十
四
日
稿
）
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特
に
断
り
が
な
い
場
合
は
刊
本
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
る
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
『
平
家
物
語
』
上
・
下
巻
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
四
年
）

を
指
す
。

播
磨
定
男
『
中
世
の
板
碑
文
化
』
（
東
京
美
術
、
一
九
八
九
年
）
九
三
頁
。

石
造
塔
婆
の
中
で
も
五
輪
塔
な
ど
の
存
在
は
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
造
立
品
で
あ
る
。

僧
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
に
は
こ
の
山
荘
の
持
ち
主
に
つ
い
て
、
蓮
華
王
院
執
行
の
浄
賢
法
師
（
信
西
の
子
）
の
所
有
で
あ
っ
た
と
『
平
家
物
語
』

と
は
違
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
浄
賢
は
後
白
河
法
皇
の
行
幸
に
随
伴
し
て
鹿
ヶ
谷
の
山
荘
を
し
ば
し
ば
訪
れ
て
い
る
か
ら
、
事
件
発

生
時
の
持
ち
主
は
通
説
の
如
く
法
勝
寺
執
行
の
俊
寛
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

前
掲
『
平
家
物
語
』
上
、
一
二
三
頁
。

繍柵

綜
j
大
系
『
続
日
本
紀
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
七
年
）
前
篇
、
一
〇
〇
頁
。

最
近
で
は
「
鹿
ヶ
谷
謀
議
」
と
記
さ
れ
る
識
者
も
見
受
け
ら
れ
る
。
同
様
の
視
点
に
立
つ
見
解
と
言
え
よ
う
。

前
掲
『
平
家
物
語
』
上
、
一
五
一
頁
。

同
右
書
、
一
五
一
頁
。

九
条
兼
実
『
玉
葉
』
（
名
著
刊
行
会
、
昭
和
五
十
四
年
）
第
二
、
五
一
頁
。

前
掲
『
平
家
物
語
』
上
、
一
九
八
頁
。

『
防
長
寺
社
由
来
』
（
山
口
県
文
書
館
、
昭
和
五
十
七
年
）
第
二
巻
、
二
一
三
頁
。

『
改
定
史
籍
集
覧
』
（
臨
川
書
店
、
昭
和
五
十
九
年
）
臭
墨
三
、
三
三
八
頁
。

同
右
書
、
三
三
九
頁
。

瀬
尾
は
妹
尾
と
も
書
き
、
笹
瀬
川
と
足
守
川
の
合
流
点
の
南
西
に
位
置
す
る
。
瀬
戸
内
海
沿
岸
が
埋
め
立
て
に
よ
り
現
在
は
陸
地
に
入
っ
て
い
る
。

（『

p
川
日
本
地
名
辞
典
』
3
3
、
六
三
五
頁
）

伊
予
国
禄
地
の
地
名
は
地
名
辞
典
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
伊
予
灘
側
の
「
二
名
津
」
は
宇
和
海
側
の
佐
田
と
共
に
早
く
か
ら
開

け
た
場
所
で
、
古
く
は
二
間
津
と
も
称
し
た
。
（
同
右
書
3
8
、
一
〇
〇
一
頁
）

米
水
津
浦
は
豊
後
水
道
に
面
す
る
米
水
津
湾
沿
岸
に
位
置
し
、
現
在
も
村
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
（
同
右
書
岨
、
八
六
九
頁
）

前
掲
『
平
家
物
語
』
上
、
一
八
六
頁
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
鬼
界
雷
の
叙
述
は
『
保
元
物
語
』
の
「
為
朝
鬼
嶋
渡
事
」
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
先
行
書
を
参
考
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
五
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一
六

同
右
書
、
二
三
九
頁
。

同
右
書
、
一
八
六
頁
。

朝
日
新
聞
「
げ
い
の
う
舞
台
再
訪
」

前
掲
『
角
川
日
本
地
名
辞
典
』
4
6
、
二
三
二
頁
。

前
掲
「
げ
い
の
う
舞
台
再
訪
」

前
掲
『
改
定
史
籍
集
覧
』
編
外
三
、
三
四
二
頁
。

同
右
書
、
三
四
三
頁
。

吐
鳴
嘲
列
島
の
各
島
は
前
記
三
島
村
と
同
様
、
現
在
は
鹿
児
島
県
鹿
児
島
郡
に
属
し
十
島
村
と
称
し
て
い
る
。

松
永
守
道
『
三
島
村
秘
史
』
（
鹿
児
島
県
大
島
郡
三
島
村
役
場
、
昭
和
四
十
七
年
）
一
二
〇
頁
。
尚
、
島
内
に
は
石
造
塔
婆
が
も
っ
と
存
し
た
が
昭

和
三
十
一
年
に
硫
黄
採
取
の
工
場
が
建
設
さ
れ
た
際
破
壊
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

坂
諾
秀
一
編
『
板
碑
の
総
合
的
研
究
』
（
柏
書
房
、
一
九
八
三
年
）
H
地
域
編
、
三
八
六
頁
。

前
掲
『
改
定
史
籍
集
覧
』
編
外
三
、
三
四
三
頁
。

脳縮

綜
j
大
系
『
吾
妻
鏡
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
八
年
）
第
一
、
二
四
九
頁
。

同
右
書
、
第
一
、
二
七
三
頁
。

前
掲
『
三
島
村
秘
史
』
七
八
頁
。

前
掲
『
吾
妻
鏡
』
第
四
、
七
〇
七
頁
。

『
国
史
大
辞
典
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
四
年
）
第
十
三
巻
、
八
八
七
頁
。

前
掲
『
中
世
の
板
碑
文
化
』
四
〇
頁
。

〈
付
記
〉

 
本
稿
は
平
成
十
七
年
二
月
二
十
六
日
に
、
周
南
市
立
中
央
図
書
館
で
講
演
し
た
内
容
に
後
日
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

館
次
長
の
花
田
佳
子
氏
に
何
か
と
御
高
配
を
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

講
演
の
際
は
同
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